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政
府
は
、
昭
和
五
十
三
年
度
以
降
の
収
支
悪
化
を
理
由
に
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
の
保
険
料
を
引
き
上
げ

よ
う
と
し
て
い
る
。
政
府
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
収
支
悪
化
の
原
因
は
交
通
事
故
の
増
加
と
給
付
内
容
の
大
幅
改
定

と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
説
明
は
事
実
を
全
く
無
視
し
た
一
方
的
な
も
の
で
信
ず
る
に
値
し
な
い
。 

ま
た
、
二
年
前
政
府
は
、
自
賠
責
保
険
の
運
用
益
の
中
か
ら
二
千
五
百
六
十
億
円
を
保
険
契
約
者
の
了
解
を
得

る
こ
と
な
く
一
方
的
に
流
用
し
、
一
般
会
計
の
赤
字
穴
埋
め
に
充
当
し
た
。
自
賠
責
保
険
の
会
計
に
余
裕
が
あ
る

と
し
て
流
用
を
行
い
、
舌
も
乾
か
ぬ
う
ち
に
料
率
を
引
き
上
げ
よ
う
と
す
る
政
府
の
無
節
操
さ
が
保
険
契
約
者
ひ

い
て
は
国
民
に
与
え
た
疑
惑
、
不
信
は
は
か
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。 

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
国
会
審
議
の
中
で
、
私
並
び
に
同
僚
議
員
が
何
度
も
質
問
し
た
が
、
政
府
か
ら
満
足
な

回
答
が
得
ら
れ
ず
、
我
々
が
納
得
で
き
る
よ
う
な
改
善
は
認
め
ら
れ
な
か
つ
た
。 

自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
の
料
率
引
上
げ
に
関
す
る
質
問
主
意
書 
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一 

保
険
収
支
は
昭
和
五
十
二
年
度
ま
で
は
黒
字
で
あ
つ
た
が
、
昭
和
五
十
三
年
度
か
ら
赤
字
に
な
つ
た
と
政
府 

二 

自
賠
責
保
険
は
、
人
身
事
故
を
対
象
に
し
た
制
度
で
あ
る
。
し
か
し
、
政
府
の
説
明
に
よ
れ
ば
保
険
金
支
払 

こ
の
よ
う
な
野
方
図
な
支
払
い
が
続
く
限
り
収
支
の
抜
本
的
改
善
は
期
待
で
き
な
い
。
そ
の
理
由
と
政
府
の
具 

な
い
も
の
が
五
％
と
な
つ
て
い
る
。
近
年
、
物
損
事
故
証
明
、
無
証
明
に
よ
る
支
払
い
が
急
増
し
て
い
る
が
、 

は
、
約
三
百
億
円
の
黒
字
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
政
府
は
、
昭
和
五
十
八
年
度
の
収
支
は
実 

に
二
千
六
十
三
億
円
の
赤
字
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
重
大
な
差
異
の
原
因
を
伺
い
た
い
。 

従
つ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

い
に
当
た
つ
て
、
人
身
事
故
証
明
に
よ
る
も
の
が
八
〇
％
、
物
損
事
故
証
明
に
よ
る
も
の
が
、
一
五
％
、
全
く 

し
、
我
々
の
推
計
（
資
料
Ⅰ
参
照
）
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
因
果
関
係
は
認
め
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
昭
和
五
十 

は
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
交
通
事
故
の
増
加
と
給
付
内
容
の
大
幅
改
定
が
原
因
と
述
べ
て
い
る
。
し
か 

二
年
度
の
実
績
に
、
政
府
の
説
明
す
る
二
つ
の
要
素
を
加
味
し
て
推
計
す
る
と
、
昭
和
五
十
八
年
度
の
収
支 
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四 

自
賠
責
保
険
は
、
自
動
車
保
有
者
に
強
制
加
入
を
義
務
付
け
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
府
は
そ
の
収
支 

三 

自
賠
責
保
険
に
は
、
積
年
の
課
題
で
あ
る
医
療
費
の
支
払
い
水
準
の
問
題
が
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
自 

は
、
無
策
の
ま
ま
看
過
し
、
現
在
の
収
支
状
況
を
惹
起
し
た
。
こ
れ
は
政
府
の
怠
慢
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な 

適
正
な
支
払
基
準
を
設
定
す
る
義
務
を
感
ず
る
な
ら
ば
、
具
体
的
な
内
容
を
示
し
て
頂
き
た
い
。 

明
確
な
回
答
を
伺
い
た
い
。 

い
の
二
倍
以
上
と
い
う
社
会
通
念
上
逸
脱
し
た
も
の
と
な
つ
て
い
る
。
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
の
妥
当
性
に
つ
い
て
、 

い
。 

体
的
な
改
善
策
を
伺
い
た
い
。 

賠
責
審
議
会
は
、
既
に
昭
和
四
十
四
年
の
答
申
に
お
い
て
早
急
な
適
正
化
を
訴
え
て
い
る
。
し
か
る
に
政
府 

現
在
、
交
通
事
故
診
療
の
八
六
％
が
自
由
診
療
扱
い
と
な
つ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
診
療
単
価
は
健
保
扱 

も
し
政
府
が
自
賠
責
審
議
会
の
答
申
を
尊
重
し
、
交
通
事
故
被
害
者
、
保
険
契
約
者
の
権
利
保
護
の
た
め
、 

五 

 



 

五 

自
賠
責
保
険
の
収
支
は
、
支
払
年
度
ベ
ー
ス
の
収
支
（
リ
ト
ン
・
ベ
ー
シ
ス
）
に
よ
れ
ば
、
昭
和
五
十
八
年
度 

の
ポ
リ
シ
ー
・
イ
ヤ
ー
・
べ
ー
シ
ス
は
、
当
該
契
約
年
度
に
対
応
す
る
将
来
の
支
払
い
を
予
測
し
て
推
計
す
る 

の
中
で
公
表
し
て
い
る
と
か
、
一
定
期
間
の
閲
覧
期
間
を
設
け
て
い
る
と
の
反
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し 

引
上
げ
の
あ
と
、
収
支
が
急
激
に
好
転
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
保
険
契
約
者
に
不
当
に
重
い
料
率
負
担
を
課 

に
は
理
解
で
き
な
い
。
細
部
に
わ
た
る
収
支
状
況
を
公
開
し
、
了
解
を
得
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
の
具
体 

た
め
、
予
測
根
拠
の
精
度
に
よ
つ
て
は
、
し
ば
し
ば
見
積
り
違
い
を
惹
起
す
る
。
昭
和
四
十
四
年
の
大
幅
料
率 

的
な
方
策
を
伺
い
た
い
。 

内
容
、
料
率
改
定
、
限
度
額
改
定
の
根
拠
を
保
険
契
約
者
に
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
一
部
は
自
賠
責
審
議
会 

か
し
、
こ
れ
に
よ
り
保
険
契
約
者
一
人
一
人
に
理
解
を
得
る
に
十
分
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
我
々 

の
収
支
（
ポ
リ
シ
ー
・
イ
ヤ
ー
・
べ
ー
シ
ス
）
に
よ
れ
ば
、
大
幅
赤
字
が
発
生
し
て
い
る
と
説
明
し
て
い
る
。
こ 

末
で
一
兆
千
億
円
の
累
積
黒
字
（
資
料
Ⅱ
参
照
）
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。
し
か
る
に
政
府
は
契
約
年
度
ベ
ー
ス 
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6 

昭
和
六
十
五
年
度
ま
で
に
実
施
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
交
通
安
全
対
策
、
医
療
費
適
正
化
策
、
そ
の
他
の 

5 

昭
和
六
十
五
年
度
ま
で
の
車
種
別
収
支
、
損
害
率
の
予
測
及
び
根
拠 

4 

昭
和
六
十
五
年
度
ま
で
の
死
亡
、
傷
害
、
後
遺
障
害
そ
れ
ぞ
れ
の
保
険
給
付
件
数
、
支
払
単
価
並
び
に
支 

3 

昭
和
六
十
五
年
度
ま
で
の
車
種
別
交
通
事
故
発
生
件
数
の
予
測
及
び
根
拠 

2 

昭
和
六
十
五
年
度
ま
で
の
死
亡
、
傷
害
別
交
通
事
故
発
生
件
数
の
予
測
及
び
根
拠 

1 

昭
和
六
十
五
年
度
ま
で
の
交
通
事
故
発
生
件
数
の
予
測
及
び
根
拠 

し
て
き
た
の
は
、
こ
の
見
積
り
精
度
の
悪
さ
と
政
府
の
硬
直
的
な
料
率
政
策
に
起
因
し
て
い
る
。 

る
予
測
値
並
び
に
根
拠
を
提
示
し
て
頂
き
た
い
。
な
お
、
予
測
値
は
自
賠
責
特
別
会
計
、
損
保
会
社
引
受
分
、 

農
協
分
そ
れ
ぞ
れ
に
わ
た
つ
て
明
確
に
提
示
し
て
頂
き
た
い
。 

昭
和
四
十
四
年
の
過
ち
を
二
度
と
招
来
し
な
い
よ
う
、
政
府
の
考
え
方
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
次
に
挙
げ 

払
保
険
金
額
の
予
測
及
び
根
拠 
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7 
昭
和
六
十
五
年
度
ま
で
の
自
賠
責
保
険
収
支
の
予
測
並
び
に
根
拠 

あ
る
回
答
を
期
待
す
る
。 

右
質
問
す
る
。 

具
体
的
な
収
支
改
善
策
並
び
に
そ
れ
ぞ
れ
の
収
支
改
善
に
与
え
る
影
響
の
予
測
及
び
根
拠 

最
後
に
、
自
賠
責
保
険
の
問
題
は
緊
急
か
つ
抜
本
的
な
解
決
を
要
求
さ
れ
て
い
る
。
政
府
の
早
急
か
つ
誠
意 
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